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　敦賀市社会福祉協議会では、身体障害者相談支援センター「あいあい」運営事業（敦賀市委託事業）

の一環として、「ピアカウンセリング」を開催します。

　ピアとは「仲間」という意味です。身体に障がいのある方やその家族の方等に対し、身体に障がいの

ある方自身がカウンセラーとなり、実際に社会生活を送るうえで必要とされる心構えや生活能力の習得

に対する情報提供・相談支援を行うことにより、在宅の身体に障がいのある方の一層の社会参加の促進

を図ることを目的とします。お気軽にご相談ください。

　なお、「ピアカウンセリング」は、身体障がい者さわやかカフエと同日に実施します。
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